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３ 診療関連死の届出制度のあり方について 

（１）現状では、医療法に基づく医療事故情報収集等事業以外には、診療関連死の

届出制度は設けられておらず、当事者以外の第三者が診療関連死の発生を把握

することは困難となっている。このため、診療関連死に関する死因究明の仕組

みを設けるためには、その届出の制度を併せて検討していく必要がある。今

後、届出先や、届出対象となる診療関連死の範囲、医師法第２１条の異状死の

届出との関係等の具体化を図る必要がある。 

（２）届出先としては、例えば以下のようなものが考えられる。 

ア 国又は都道府県が届出を受け付け、調査組織に調査をさせる仕組み 

イ 調査組織が自ら届出を受け付け、調査を行う仕組み 

（３）届出対象となる診療関連死の範囲については、現在、医療事故情報収集等事

業において、特定機能病院等に対して一定の範囲で医療事故等の発生の報告を

求めているところであり、この実績も踏まえて検討する。 

（４）本制度による届出制度と医師法２１条による異状死の届出制度との関係を整

理する必要がある。 

【届出先】 

a） 届出先としては、警察ではなく、医療を担当している厚生労働関係のところが望

ましい。 

b） 調査組織へ直接届け出ることが望ましい。 

c） 医療に関連する異状死の届出先としては、保健所が提案されている。 

【届出の義務化】 

a） 正確な調査を行うためには、まず正確な届出が必要であり、届出を義務化するこ

とが必要なのではないか。 

b） 調査組織が国民に信頼される公平・公正なものであるためには、確実に届出がな

されることを担保しておく必要がある。 

c） 必ずしも届出を義務付けるのではなく、原則届出が行われるようにしてはどうか。 

d） 現在の診療関連死に関する届出の状況を踏まえると、届出対象となる診療関連死

の範囲を明確にしないまま義務化することには問題があるのではないか。 

e） 現在の医療事故情報収集等事業における医療事故等の報告範囲を踏まえて、届出

対象となる診療関連死の範囲について検討してはどうか。 

f） 届出を怠った場合にはペナルティを科すべきではないか。 
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